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平成26年10月21日　井坂信彦 作成

現状 
雇用形態の多様化 

↓ 
雇用形態による待遇や安定性の格差 

↓ 
社会における格差固定化の懸念

同一労働同一賃金の理念 
1. 雇用形態にかかわらず職務に応じた待遇 
2. 正規への転換も含め、希望する雇用形態への就労機会 
3. 労働者がキャリアプランを作り、職業を自己選択

現状すでに 
均等＆ 
均衡待遇

派遣の 
均等待遇を 
実現する 
法制上の措置 
（1年以内）

法定後も残る 
実態上の格差

雇用実態・待遇格差・転換状況を調査＆職務に応じた待遇確保のための施策実施

現状は 
均衡の 
配慮義務


